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　シルバー人材センターは、お客様から引き受けた仕事を請負、または委託の形式で

受託しています。センターは、この受託した仕事を会員さんに再請負または再委託と

して提供しています。そのため、センターと会員、会員とお客様との間には雇用関係

が発生せず、個々の会員は、税法上、個人事業者(一人親方)とみなされます。

　よって、センターで得た収入(配分金)は、「雑所得」として扱われますので、原則、

翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。

　つきましては、配分金支払証明書(令和4年12月分《R5.1.25支払》～令和5年11月分

《R5.12.25支払》を同封しますので、確定申告の際にご活用ください。

　なお、配分金収入には、租税特別措置法第27条より、55万円を上限として最低必要

経費が認められております。配分金収入と給与所得（派遣事業）がある場合は、給与

所得控除額が受けられますが、その場合、配分金に係る上記の最低保証必要経費は、

55万円から給与所得控除額を控除した残額が最低必要経費となります。

　また、公的年金を受給している場合は、配分金収入とは別に公的年金等の控除が受

けられますので、その他の控除等につきましては、最寄りの税務署にお尋ね下さい。

　その他、派遣事業に就業された方は、奈良県シルバー人材センター協議会より給与

支払証明書が送付されますのでご確認ください。

　【計算事例】

例1　ある会員(66歳)の年間収入は次のとおりでした。

① 配分金収入 63万円

② 給与収入 18万円

③ 公的年金収入 130万円

　《計算方法》配分金収入及び給与収入に係る計算

② 給与収入

180,000円　―　180,000円　＝　0円…(A)

(給与収入)　　(給与所得控除)　(給与収入に対する所得金額)

① 配分金収入

630,000円　―　(550,000円　―　180,000円)　＝　260,000円…(B)

(配分金収入)　(配分金に対する最低保証必要経費)　(配分金に対する所得金額)

③ 公的年金収入

1,300,000円　―　1,100,000円　＝　200,000円…(C)

(公的年金収入)　(公的年金等の控除額)　(公的年金収入に対する所得金額)

(1) 所得控除及び所得税額

①配分金収入、②給与収入、③公的年金収入に係る所得金額

(A)＋(B)＋(C)＝0円＋260,000円＋200,000＝460,000円

460,000円　―　480,000円　＝　(マイナスとなるので0円)

(所得金額)　　　(基礎控除)　　　(課税所得金額)

この会員の場合、課税所得金額がなく、納税額が発生しません。

配分金支払証明書の送付について


